
 

平成 23 年 10 月３日 

 

 

行 政 評 価 局 調 査 の 実 施 

 

＜農地の保全及び有効利用に関する行政評価・監視＞ 

 

 

 

 

 総務省行政評価局は、「行政評価等プログラム」を策定し、これに基づき、行政評価局調

査を重点的かつ計画的に実施しています。 

 今回、平成 23 年 10 月から実施する上記１テーマの計画について公表します。 

連絡先 

＜上記テーマについて＞ 

行政評価局農林水産、環境担当評価監視官室 

担当：岡田 

電話（直通）：03－5253－5439 

 

＜行政評価局調査全般について＞ 

 行政評価局総務課 

 担当：安仲 

電話（直通）：03－5253－5407 

※ インターネットでのお問合せについては、以下の総務省ＨＰで受け付けております。

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html



調査の背景

主要調査項目と調査の視点

１ 農地の保全に関する施策の実施状況

２ 農地の有効利用に関する施策の実施状況

農地の保全及び有効利用に関する行政評価・監視

○ 農振法に基づく「確保すべき農用地等の面積の目標」の設定状況、農地転用の許可や違反

転用に対する処分の実施状況を調査

○ 農地利用集積円滑化事業など意欲ある多様な農業者への農地集積の取組を調査

○ 農地法に基づく遊休農地対策や、耕作放棄地再生利用対策の実施状況を調査

３ その他

○ 農業委員会における農地基本台帳の整備状況、総会・部会の審議状況等を調査

○ 平成22年の耕地面積は459.3
万haと10年間で23.7万ha減少。
一方、耕作放棄地面積は、22年
で39.6万haと10年間で5.3万ha増
加

○ 今般の東北地方太平洋沖地
震に伴う津波により流失や冠水
等の被害を受けた農地の面積
は、太平洋岸の６県 （青森、岩
手、宮城、福島、茨城、千葉）で
２万3,600haと推定

○ 世界の食料需給が逼迫基調で
推移すると見込まれる中、食料の
多くを海外に依存している我が国
においては、国内の食料供給力
を強化し、食料自給率の向上を目
指していくことが喫緊の課題

○ 国内の農業生産の基盤である
農地の適正かつ効率的な利用が
図られるよう、平成21年６月、農
地法等が改正（農地転用規制の
強化、遊休農地対策の充実等）

○ 食料の安定供給を確保する

ための重要な生産基盤である

農地の保全及び有効利用を図

る観点から、農地転用規制の

運用状況、耕作放棄地対策の

実施状況、農地の利用集積対

策の実施状況等を調査し、関

係行政の改善に資するために

実施

主要調査対象

農林水産省

調査対象機関

関連調査等対象機関

都道府県、市町村、農業
委員会、関係団体等



 

 

 

参 考 資 料 

 

 

資料１  農地法等の一部を改正する法律の概要・・・・・・・１ 

 

資料２  耕地面積等の推移、耕作放棄地面積の推移・・・・・２ 

 

資料３  津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の推定 

面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 



 

資料１

（注）農林水産省公表資料 
１



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

 

耕地面積等の推移 

耕作放棄地面積の推移 

（注）平成 22 年度食料・農業・農村白書から抜粋 
２ 



３ 

 

 

津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の推定面積 

（単位：ha、％） 

県名 
耕地面積 

(平成 22 年) 

流失･冠水等被害推定面積 推定面積の田畑別内訳の試算

 被害面積率 田耕地面積 畑耕地面積

青森県 156,800 79 0.1 76 3

岩手県 153,900 1,838 1.2 1,172 666

宮城県 136,300 15,002 11.0 12,685 2,317

福島県 149,900 5,923 4.0 5,588 335

茨城県 175,200 531 0.3 525 6

千葉県 128,800 227 0.2 105 122

計 900,900 23,600 2.6 20,151 3,449

 

（注） １ 「耕地面積」は、平成 22 年耕地面積（田畑計）である。 

２  「流失・冠水等被害推定面積」は、地震発生前の農地が撮影されている人工衛

星画像を基に、東北地方太平洋沖地震の浸水範囲概況図（国土地理院）等の資料

を活用しながら目視判断により、農地が流失又は冠水したと思われる農地を推定

して求積した。 

なお、今回被害面積を推定した浸水範囲以外の地域においても、地割れ、液状

化等の被害が発生しているが、これらの被害面積については、現在調査中のため

今回の数値には含まれていない。 

３ 被害面積求積は、農地集団ごとに求積しており、一部水路や細い農道等も含ま

れている。 

４  「推定面積の田畑別内訳の試算」については、過去の調査結果による当該地域

の田畑比率等から推計した。 

 

 

 

（当省注）農林水産省の平成 23 年３月 29 日付け報道発表資料「平成 23 年(2011 年) 東北

地方太平洋沖地震の被害と対応～津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の

推定面積～」から抜粋 

資料３


